
 
    

 
 

 
  町学校運営支援室と町内校長会及び町教育委員会の計 24名は、 
昨年に引き続き 8月 20日（木）に町内全小中学校の施設設備の 
巡回視察を実施しました。 

  これは、「事務の共同実施」の年間計画の一環として町校長会 
及び教育委員会とのタイアップで実施しております。 
当日は、残暑厳しい中、町マイクロバスで白石中をスタートし 
一日がかりでの汗だくの視察でした。 

  事前に提出された視察箇所を基に、各校の事務職員が工夫をしながら一生懸命に説明し、 
視察・点検を行いました。 

  参加者からは、「学校現場の状況がよくわかり、大変有効な視察でした。厳しい財政状況ですが、
白石町内の小中学校の安全・安心を目指したい。」との意見が多数聞かれました。 

  共同実施としては、各校の校長及び事務職員の意見を集約し、全 11 校の危険度や緊急度に応じ
て優先順位をつけながら、町当局へ来年度の重点要望としていきたいと考えています。 

  参加者の皆様大変お疲れ様でした。 
  

   教職員互助会では様々な事業を実施しています。 

   そのなかには、請求しないと補助金がもらえない 

ものもあります。夏休みにご利用はなかったですか？ 

再度、請求漏れがないか確認してみましょう。 

各請求書は事務室にあります。 

★ 健康増進・芸術鑑賞補助 ★   ・・・補助額：利用の半額（上限あり） 

・スポーツ施設や映画館などの文化施設を利用した場合・・・ 

利用後領収書（明細書）またはチケット券を添付。遊園地、水族館、テーマパークは対象外 

・スポーツ教室、文化講座を受講した場合・・・ 

請求書にその施設から終了証明を受け、領収書を添付して請求。 

★ 宿泊費補助 ★  ・・・互助会指定の施設に宿泊または契約旅行会社のパック旅行を利用

の場合、会員及び３歳以上の被扶養者一人１泊につき2千円の補助 

領収書等の添付が必要。公務による利用は対象となりません。 

★ 眼底検査補助 ★ ・・・人間ドックを受診し、病院から眼底検査受診票をもらっている方は、

事務室にご提出下さい。提出しないと補助金は自動給付されません 

「事務の共同実施だより」 
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白石町学校運営支援室 

 

第 2回学校施設の巡回視察点検を実施！ 

請求漏れはないですか？ 



★ 教員免許更新に係る補助 ★   （今年度より新設） 

・ 免許更新のため負担した受講料の額の２／３以内（2 万円限度）を補助 

・ 隣接県を除く他の都道府県において受講し、やむを得ず宿泊施設を利用した場合、 

1 泊に付き 5 千円の補助 

どちらも、条件や必要な添付書類があります。詳しくは事務担当者へお尋ね下さい。 
 
 

  備品購入、その後・・・ 

備品の購入は、購入希望調査や優先順位の調整など、皆様方のご協力により、夏休み中に、ほとん
どの学校で、納入・受入れを終えました。今年度も、事務支援室と教育委員会が共同し、町内１１校
分の見積を一括で依頼することにより、納入単価が抑えられ、各校で希望していた備品の購入計画を
円滑に進めることができました。 
 今後は、既存の備品と合わせて情報を校内で共有し、授業や行事で有効に活用して下さい。備品は、
町の財産として台帳で管理されており、各学校では毎年備品整理が行われていることと思います。 
各担当者は、保管場所・保管状況について確認するなどのご協力をお願いします。 
 
                            

  ＩＣＴ（情報教育技術）支援事業 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  学校図書データベース化事業 

 

 

 

 
 
 
 
 
 ★共同実施だより『しろいし』はWebでもご覧になれます。 

http://shiroishijimu.blog17.fc2.com/  
↑たくさんのアクセスお待ちしております。 

携帯でもご覧になれます。 
バーコードリーダー機能を 
使って読み込んで下さい。 

【内 容】 

 

・普通教室へデジタルテレビ整備 

・電子黒板機能付きデジタルテレビ整備 

（各校１台） 

・パソコン教室の更新 

・教職員の校務用パソコン整備 

・校内ＬAN 整備 等 

・ICT 支援員の派遣 

【期待される効果】 

 

・デジタルテレビとパソコ

ンの連携・インターネッ

トの活用し、分かりやす

い授業を実現！！ 

 

・教職員の情報の共有化・

事務の効率化を進める。 

児童生徒の図書の貸出の個人管理及び図書の貸出管理が行えるようにデータベース

化されます。簡単に説明すると、「福富ゆうあい館」のように、図書の裏に 

バーコードを装着し読取機で貸出・返却を管理したり、図書の貸出状況等を検索したり

できるシステムです。 

このシステムの導入により、貸出・返却が容易になり、時間と手間がかかっていた図

書管理の効率化や日報や月報などの事務軽減を図ることができます。 


